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第２ 【事業の状況】 

「生産、受注及び販売の状況」は、銀行持株会社としての業務の性格上、該当する情報がないので記載

しておりません。 

  

１ 【生産、受注及び販売の状況】







１ヶ月の終値平均を用いて第１種株式の交換比率を算定しております。野村證券は、これらの分析及

び検討の結果を総合的に勘案して普通株式交換比率にかかる意見を当社に提出しました。なお、当社

の１株あたり普通株式価値を１とした場合の各算定手法の普通株式交換比率の算定レンジは以下のと

おりとなります。 



(注)農林中金と当社、三菱東京ＵＦＪ銀行及び三菱ＵＦＪニコスは、ＪＡバンクのリテール業務分野において戦

略的な業務・資本提携関係を構築しているところであり、その一環として、平成19年９月20日、農林中金と三菱

ＵＦＪニコスの資本提携の関係をより緊密かつ安定的なものとし、業務提携関係を更に発展させることを目的と

して、当社が三菱ＵＦＪニコスを完全子会社化した後に、農林中金が当社より三菱ＵＦＪニコスの普通株式の一

部を取得することにより、農林中金による三菱ＵＦＪニコスの持分法適用を視野に入れた協議を行うことを要旨

とした覚書を締結しております。 

  

(3) 株式会社泉州銀行と株式会社池田銀行との経営統合 































































































(有価証券関係) 

  ~企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認

められるものは、次のとおりであります。 

  

Ⅰ 当第１四半期連結会計期間末 
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